
勤務員不在時の交番・駐在所における電話 

リレーサービスによる 運用 
 

 福井県警察では、12月 15日、県内の交番・駐在所において、 の

運用を開始しました。聴覚障がい者等の方が、勤務員不在時の交番・駐在所を訪

れた際、施設に掲示されたＱＲコードをスマートフォン等で読み込むことにより、

手話通訳オペレータを通じ、警察署の職員と会話することができます。 

    

 

 

 

 

※画像提供元：総務大臣指定 電話リレーサービス提供機関 一般財団法人日本財団電話リレーサービス 

※ＱＲコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 

※分庁舎に併設の福井署松岡交番、鯖江署朝日交番は除きます。 

手話リンク利用者 手話通訳オペレータ 警察署の職員 


